
令和６年１月１日現在令和６年１月１日現在
お住まいの市町村へ申告してくださいお住まいの市町村へ申告してください

所得税の確定申告書を提出する（所得税の還付申告も含む）

あなたを扶養親族として申告（年末調整含む）している親族がいる

その人が、令和6年1月1日現在、盛岡市に住民登録がある

ア　公的年金収入のみア　公的年金収入のみ イ 給与収入のみイ 給与収入のみ

ウ 給与と公的年金収入のみウ 給与と公的年金収入のみ

エ 営業、農業、不動産、雑（公的年金以外）、エ 営業、農業、不動産、雑（公的年金以外）、
一時、譲渡所得等の収入があった一時、譲渡所得等の収入があった
※ これらの収入のほかに、給与や公的年金収入が 
　 あった人も含みます。
※ 営業、農業、不動産の収入があった方は、申告書 
      と一緒に収支内訳書の提出も必要です。

あなたを「同一生計配偶者（注１）」として申告（年末調整含む）している配偶者がいる

令和５年中に収入があった
※　非課税収入（遺族・障害年金、失業給付金、児童扶養手当等）のみの人は「いいえ」へ

令和５年中の収入について、以下のア～エのうち当てはまるものを選択してください

 65歳以上（昭和34年1月1日以前の生まれ）である

年金収入の合計は
１5１万5千円以下

※扶養の追加や修正をした
　い人は「いいえ」へ 年金収入の合計は

１0１万5千円以下
※扶養の追加や修正をしたい
　人は「いいえ」へ

年末調整をした会社等以外からも給与収入があった
※ 前職分の給与を含めて年末調整した人は「いいえ」へ

源泉徴収票に記載されている控除のほかに、追加したい控除がある。または、控除の内容に修正がある。
 　　・扶養控除、寡婦・ひとり親控除、障害者控除などの追加や修正
 　　・社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの追加

給与収入について会社等で年末調整をした（注2）　　　
※
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き
の
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  令令和和５５年年１１月月１１日日かからら1122月月3311日日ままででのの収収入入やや所所得得控控除除ににつついいてて、、該該当当すするる欄欄にに記記入入ししててくくだだささいい。。
◎申告者本人、扶養親族、事業専従者等のマイナンバー（個人番号）を必ず記入してください。

〈〈記記入入例例〉〉

表表面面

収収入入のの種種類類ごごととにに所所

得得をを算算出出しし記記入入ししまま

すす。。

⇒５ページ参照

所所得得控控除除のの種種類類ごごととにに

控控除除額額をを算算出出しし記記入入

ししまますす。。
⇒８～９・ ページ参

収収入入のの種種類類
やや支支払払者者ごご
ととにに内内訳訳をを
記記入入ししまますす。。

所所得得控控除除のの

該該当当すするる欄欄

にに内内訳訳をを記記

入入ししまますす。。

⇒７～
ページ参照

所所得得控控除除のの種種類類ごごととにに

控控除除額額をを算算出出しし記記入入しし

まますす。。
⇒７・９～ ページ参照

収収入入のの種種類類ごごととにに所所

得得をを算算出出しし記記入入ししまま

すす。。

⇒５～６ページ参照

収収入入のの種種類類ごごととのの合合計計

金金額額をを記記入入ししまますす。。

※配当所得・公的年金等
以外の雑所得・総合譲
渡・一時所得に関する
欄は裏面にもあります。

⇒５～６ページ参照

申告書の書き方

市市民民税税・・県県民民税税のの場場合合、、合合計計所所得得金金額額がが 万万円円以以下下のの人人にに適適用用ささ

れれるる基基礎礎控控除除はは 万万円円でですす。。

⇒ ページ参照

※所得税の場合の控除額（ 万円）と異なります。

記記名名ししてて電電話話連連絡絡先先等等をを記記入入ししまますす。。

※電話番号は日中つながる番号を記入してください。

扶養控除額の適用はありませんが、 歳歳未未満満のの扶扶養養親親族族ががいいるる場場合合はは

必必ずず記記入入ししててくくだだささいい。。

※記入漏れの場合は、寡婦・ひとり親控除や障害者控除の適用の可否、

非課税限度額の算定等に影響がありますので注意してください。

営営業業等等・・農農業業・・不不動動産産

収収入入ががああっったた人人はは収収支支

内内訳訳書書をを作作成成しし記記入入しし

まますす。。

※ア～ウ欄に「＊」が印
字されている人は必ず
記入してください。
ただし、廃業した場合
は「「廃廃業業確確認認欄欄」」を記
入してください。

合計所得金額 万円超で、同一生計配偶者を適用す

る場合はチェックを記入します。 ⇒５ページ参照

障障害害者者控控

除除・・扶扶養養控控

除除にに該該当当すす

るる人人、、配配偶偶

者者控控除除にに該該

当当すするる人人のの

ママイイナナンン

ババーーをを記記入入

ししててくくだだささ

ママイイナナンンババーー（（個個人人

番番号号））をを忘忘れれずずにに！！

□10
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  令令和和５５年年１１月月１１日日かからら1122月月3311日日ままででのの収収入入やや所所得得控控除除ににつついいてて、、該該当当すするる欄欄にに記記入入ししててくくだだささいい。。
◎申告者本人、扶養親族、事業専従者等のマイナンバー（個人番号）を必ず記入してください。

〈〈記記入入例例〉〉

表表面面

収収入入のの種種類類ごごととにに所所

得得をを算算出出しし記記入入ししまま

すす。。

⇒５ページ参照

所所得得控控除除のの種種類類ごごととにに

控控除除額額をを算算出出しし記記入入

ししまますす。。
⇒８～９・ ページ参

収収入入のの種種類類
やや支支払払者者ごご
ととにに内内訳訳をを
記記入入ししまますす。。

所所得得控控除除のの

該該当当すするる欄欄

にに内内訳訳をを記記

入入ししまますす。。

⇒７～
ページ参照

所所得得控控除除のの種種類類ごごととにに

控控除除額額をを算算出出しし記記入入しし

まますす。。
⇒７・９～ ページ参照

収収入入のの種種類類ごごととにに所所

得得をを算算出出しし記記入入ししまま

すす。。

⇒５～６ページ参照

収収入入のの種種類類ごごととのの合合計計

金金額額をを記記入入ししまますす。。

※配当所得・公的年金等
以外の雑所得・総合譲
渡・一時所得に関する
欄は裏面にもあります。

⇒５～６ページ参照

申告書の書き方

市市民民税税・・県県民民税税のの場場合合、、合合計計所所得得金金額額がが 万万円円以以下下のの人人にに適適用用ささ

れれるる基基礎礎控控除除はは 万万円円でですす。。

⇒ ページ参照

※所得税の場合の控除額（ 万円）と異なります。

記記名名ししてて電電話話連連絡絡先先等等をを記記入入ししまますす。。

※電話番号は日中つながる番号を記入してください。

扶養控除額の適用はありませんが、 歳歳未未満満のの扶扶養養親親族族ががいいるる場場合合はは

必必ずず記記入入ししててくくだだささいい。。

※記入漏れの場合は、寡婦・ひとり親控除や障害者控除の適用の可否、

非課税限度額の算定等に影響がありますので注意してください。

営営業業等等・・農農業業・・不不動動産産

収収入入ががああっったた人人はは収収支支

内内訳訳書書をを作作成成しし記記入入しし

まますす。。

※ア～ウ欄に「＊」が印
字されている人は必ず
記入してください。
ただし、廃業した場合
は「「廃廃業業確確認認欄欄」」を記
入してください。

合計所得金額 万円超で、同一生計配偶者を適用す

る場合はチェックを記入します。 ⇒５ページ参照

障障害害者者控控

除除・・扶扶養養控控

除除にに該該当当すす

るる人人、、配配偶偶

者者控控除除にに該該

当当すするる人人のの

ママイイナナンン

ババーーをを記記入入

ししててくくだだささ

ママイイナナンンババーー（（個個人人

番番号号））をを忘忘れれずずにに！！

□10
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◎◎新新契契約約（平成24年１月１日以降に締結したもの）ににかかかかるる控控除除額額 ◎◎旧旧契契約約（平成23年12月31日以前に締結したもの）ににかかかかるる控控除除額額

　新生命保険料(一般)・新個人年金保険料・介護医療保険料に係る
控除額を種類ごとに次の表により算出します。

　所得控除の種類ごとに控除額を算出し、申告書の該当する欄に記入します。
　また、説明文中に出てくる用語は５ページを参照してください。

⑮⑮生生命命保保険険料料控控除除

（注）控除証明書に記載されている保険料の「契約区分（新・旧）」及び「種類（一般・個人年金・介護医療）」ごとに控除額を算出します。

（注）割戻金や配当金がある場合は、その分を差し引いた証明額（申告額）を支払額としてください。

（注）支払額と控除額は一致しないことがあります。

（注）給与所得の源泉徴収票に記載されている生命保険料の控除額は算出した控除額と一致しないことがあります。

⑬⑬社社会会保保険険料料控控除除 ⑭⑭小小規規模模企企業業共共済済等等掛掛金金控控除除
　あなたや生計を一にする親族の健康保険料、国民健康保険税、後
期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、国民年金基金
の掛金などで、あなたが支払った保険料又は掛金がある場合に控除
されます。

　あなたが小規模企業共済制度に基づく掛金（旧第２種共済掛金を
除く）、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入掛金又は個人型年
金加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支
払った場合に控除されます。

(注) 生計を一にする親族の口座から引き落とされる、または公的年金等か
ら直接差し引かれる社会保険料は、あなたの社会保険料控除の対象に
はなりません。

【【記記入入のの仕仕方方】】
　支払った掛金の合計額を「Ｇ所得控
除額」の⑭に記入します。

【記入の仕方】
　「Ｂ所得控除の内訳(社会保険料等支払額)」の⑬を記入し、支
払った保険料などの合計額を「Ｇ所得控除額」の⑬に記入します。

　旧生命保険料(一般)・旧個人年金保険料に係る控除額を種類ごと
に次の表により算出します。

　あなたが一定の要件を満たす生命保険契約等、個人年金保険契約等および介護医療保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合に控除されます。

円

　　　　～12,000円
保険料支払額と同額

円 　　　  ～15,000円
保険料支払額と同額

円

新新契契約約のの保保険険料料支支払払額額((合合計計)) 控控除除額額
（（小小数数点点以以下下切切上上げげ））

旧旧
契契
約約
分分

旧旧契契約約のの保保険険料料支支払払額額((合合計計))

ｅｅ

56,001円～　　　　 28,000　円 70,001円～　　　　 　35,000　円

新新生生命命保保険険料料((一一般般))のの控控除除額額 円 ａａ 旧旧生生命命保保険険料料（（一一般般））のの控控除除額額 円 ｄｄ

新新
契契
約約
分分

控控除除額額
（（小小数数点点以以下下切切上上げげ））

32,001円～56,000円
保険料支払額×0.25＋14,000円

円 40,001円～70,000円
保険料支払額×0.25＋17,500円

円

12,001円～32,000円
保険料支払額×0.5＋6,000円

円 15,001円～40,000円
保険料支払額×0.5＋7,500円

介介護護医医療療保保険険料料のの控控除除額額 円 ｃｃ

◎上の表で計算した種類ごとの控除額（ａ～ｅの金額）を下の表に転記して、一番有利な控除額を算出します。

　　（（注注））限限度度額額をを超超ええたた場場合合はは、、限限度度額額をを記記載載ししててくくだだささいい。。

控控除除額額

新新個個人人年年金金保保険険料料のの控控除除額額 円 ｂｂ 旧旧個個人人年年金金保保険険料料のの控控除除額額 円

生生命命保保険険料料控控除除額額
（（ｆｆ++ｇｇ++ｃｃ））新新生生命命保保険険料料（（一一般般））

(限度額28,000円)
円 ａａ 一般生命保険料控除額

合合計計
旧旧生生命命保保険険料料（（一一般般））

(限度額35,000円)
円 ｄｄ 円 ｆｆ

(限度額70,000円)

円

両両方方ああるる場場合合
(限度額28,000円)

円 ａａ++ｄｄ 左左欄欄のの中中でで一一番番大大ききいい金金額額をを記記入入

ｅｅ 円 ｇｇ

【【記記入入のの仕仕方方】】
新新個個人人年年金金保保険険料料

(限度額28,000円)
円 ｂｂ 個人年金保険料控除額

「Ｂ所得控除の内訳（社会保険料
等支払額）」の⑮に該当する保険
料の支支払払額額を記入し、上記の生生命命
保保険険料料控控除除額額を「Ｇ所得控除額」
の⑮に記入します。

旧旧個個人人年年金金保保険険料料
(限度額35,000円)

円

介護医療保険料控除額

介介護護医医療療保保険険料料
(限度額28,000円)

ａａ

保保険険料料支支払払額額（（合合計計）） 控控除除額額
（（小小数数点点以以下下切切上上げげ））

円 ｃｃ

両両方方ああるる場場合合
(限度額28,000円)

円 ｂｂ++ｅｅ 左左欄欄のの中中でで一一番番大大ききいい金金額額をを記記入入

円

⑯⑯地地震震保保険険料料控控除除
　あなたが損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合に控除されます。

（注）控除証明書に記載されている保険料の「区分（地震保険料・旧長期損害保険料）」ごとに控除額を算出します。

（注）支払額と控除額は一致しないことがあります。

（注）給与所得の源泉徴収票に記載されている地震保険料の控除額は算出した控除額と一致しないことがあります。

＊ 旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した損害保険契約等のうち、保険期間や共済期間が10年以上でかつ満期返戻金があるもので平成19年
１月１日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものです。

◎◎地地震震保保険険料料のの控控除除額額 ◎◎旧旧長長期期損損害害保保険険料料のの控控除除額額

円
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15,001円～        10,000 円

◎◎控控除除額額合合計計

ａａ++ｂｂのの金金額額（限度額25,000円）
申告書⑯へ

円

（注）一つの損害保険契約等がａとｂの両方に該当する場合は、いずれか

　　控除額の大きい方を選択してください。

【【記記入入のの仕仕方方】】

「Ｂ所得控除の内訳（社会保険料等支払額）」の⑯に該当する保険
料の支支払払額額を記入し、上記の控控除除額額合合計計を「Ｇ所得控除額」の⑯に
記入します。
（注）一つの損害保険契約等がａとｂの両方に該当する場合は、選択した
　　控除額にかかる支払額のみを記入します。

ｂｂ
　　    ～50,000円

保険料支払額×0.5
円        ～ 5,000円

保険料支払額

50,001円～　　　　 　25,000　円 5,001円～15,000円
保険料支払額×0.5＋2,500円

円

保保険険料料支支払払額額（（合合計計）） 控控除除額額
（（小小数数点点以以下下切切上上げげ））

所得控除（Ｂ・Ｇ欄）の記入の仕方所得控除（Ｂ・Ｇ欄）の記入の仕方
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※「セルフメディケーション税制の明細書」を使用します。

　令和３年度からセルフメディケーション税制を適用する場合には、必必ずず「セルフメディケーション税制の明細書（任意様式で
も可）」を提出することになりました。「セルフメディケーション税制の明細書」に記載した分の「スイッチＯＴＣ医薬品購入
費の領収書」は自宅で５年間保存してください。保存期間中は、領収書の提示又は提出を求めることがあります。求められた場
合は、提示又は提出をしなければなりません。

ｆｆととｉｉののいいずずれれかか多多いい方方のの金金額額  
申申告告書書㉗㉗へへ

円
「Ｂ所得控除の内訳（社会保険料等支払額）」の
㉗に支支払払額額等等を記入し、左表の控控除除額額を「Ｇ所得
控除額」の㉗に記入します。セルフメディケー
ション税制の適用を選択した場合は、「区分」に
「１」と記入します。

※従来の医療費控除かセルフメディケーション税制のいずれか一方
を選択します。

ｈｈ
保険金等で補填される金額

【【対対象象ととななるる医医薬薬品品】】

　セルフメディケーション税制の対象とされる具体的なスイッチＯＴＣ医薬品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「セ
ルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照してください。
　購入した際の領収書等には、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の情報が記載されます。

【【セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制のの明明細細書書ににつついいてて】】 ★★明明細細書書のの様様式式がが、、ここのの手手引引ききのの中中ほほどどににあありりまますすののでで活活用用ししててくくだだささいい。。

◎◎セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制のの控控除除額額のの算算出出

◎◎医医療療費費控控除除額額のの算算出出 【【記記入入のの仕仕方方】】

円 円 （限度額88,000円） 円
ｇｇ

購入した対象医薬品の金額

－ － 1122,,000000円円 ＝
セルフメディケーション税制の控除額

特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導等 「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がある領収書、結果通知表

健康保険組合等保険者実施の健康診査（人間ドック、各種健（検）診等） 「勤務先名称」又は「保険者名」の記載がある結果通知書

（（注注））一一定定のの取取組組にに要要ししたた費費用用はは、、セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制のの対対象象ににははななりりまませせんん。。

市町村実施のがん検診（乳がん・子宮がん検診等） 領収書又は結果通知表

予防接種（定期接種、インフルエンザワクチン等） 領収書等

勤務先で実施の定期健康診断 「定期健康診断」又は「勤務先名称」の記載がある結果通知表

★★明明細細書書のの様様式式がが、、ここのの手手引引ききのの中中ほほどどににあありりまますすののでで活活用用ししててくくだだささいい。。

　あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人で、あなたや生計を一にする親族のために
支払ったスイッチＯＴＣ医薬品の購入費が12,000円を超えた場合に所得控除を受けることができる医療費控除の特例です。この
制度は、平成30年度から令和９年度までの申告で適用できます。
　（（注注））従従来来のの医医療療費費控控除除ととセセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制はは併併せせてて控控除除をを受受けけるるここととははででききまませせんん。。

【【一一定定のの取取組組とと添添付付又又はは提提示示すすべべきき書書類類ににつついいてて】】

一定の取組 添付又は提示すべき書類

◎◎セセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制（（医医療療費費控控除除のの特特例例））

　令和３年度から医療費控除を受ける場合には、必必ずず「医療費控除の明細書(任意様式でも可)」を提出することになりました。
「医療費の領収書」の提出又は提示は不要です。「医療費控除の明細書」に記載した分の「医療費の領収書」は自宅で５年間保
存してください。保存期間中は、領収書の提示又は提出を求めることがあります。求められた場合は、提示又は提出をしなけれ
ばなりません。

【【医医療療費費控控除除のの明明細細書書ににつついいてて】】

ｃｃ
申告書⑫(合計所得)の金額

×円

円 円 円
ａａ

支払った医療費等の金額

－ ｂｂ （限度額200万円）

従来の医療費控除額

円

合計所得の５％の金額

－
ｄと10万円の低い方の金額

＝
保険金等で補填される金額

ｄｄ (小数点以下切捨て)
円 ｄｄとと1100万万円円ののいいずずれれかか低低いい方方のの金金額額ををｅｅにに記記載載

＝

対対象象ににななるるもものの（（例例示示）） 対対象象ににななららなないいもものの（（例例示示））

・医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
・治療、療養のために必要な医薬品の購入費
・病院、介護老人保健施設等に支払った入院費や入所費等
（介護保険を利用した場合は、領収書に記載されている「医療費控除の対象額」が対象です)
・治療のためにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
・診療や治療等を受けるために必要な通院費（バス代等)
・６か月以上寝たきりの人のおむつ代（ただし、おむつ使用証明書があるもの）

・予防接種代やサプリメントの購入費用
・健康診断の費用
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
・文書料や病衣代
・美容目的の施術代

◎◎従従来来のの医医療療費費控控除除のの控控除除額額のの算算出出 ※「医療費控除の明細書」を使用します。

　あなたや生計を一にする親族のために支払った医療費等が、一定の金額以上ある場合に控除されます。
　（（注注））従従来来のの医医療療費費控控除除ととセセルルフフメメデディィケケーーシショョンン税税制制はは併併せせてて控控除除をを受受けけるるここととははででききまませせんん。。

　所得控除の種類ごとに控除額を算出し、申告書の該当する欄に記入します。
　また、説明文中に出てくる用語は５ページを参照してください。

㉗㉗医医療療費費控控除除
　平成30年度の税制改正により、セルフメディケーション税制が創設され、従来の医療費控除との選択適用ができることとなり
ました。医療費控除を申告する場合は、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のいずれか一方を選択します。

◎◎従従来来のの医医療療費費控控除除

所得控除（Ｂ・Ｇ欄）の記入の仕方所得控除（Ｂ・Ｇ欄）の記入の仕方
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下書き用（控用）として活用してください 

申告書の写しが必要な人は、あらかじめコピーを
取られるかこちらの下書き用（控用）を活用して
ください。
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